
 

 

 

 

 

 

  第 １ ０ 号 議 案  

 

 

刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条

例 の 整 理 等 に 関 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ７ 年 ２ 月 １ ９ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

  



新 宿 区 条 例 第  号  

 

刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の

整 理 等 に 関 す る 条 例  

 

 （ 新 宿 区 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 1 条  新 宿 区 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 2 6 年 新 宿 区 条 例 第

1 8 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 8 条 第 1 項 中 「 禁 錮 の 刑 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

（ 新 宿 区 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正 ）  

第 2 条  次 に 掲 げ る 新 宿 区 条 例 の 規 定 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改

め る 。  

 ⑴  新 宿 区 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 2 7 年 新 宿 区 条 例 第 1

号 ） 第 2 1 条 の 2 第 3 号 及 び 第 4 号 並 び に 第 2 1 条 の 3 第 1 項 第

1 号 及 び 第 3 項 第 1 号  

 ⑵  新 宿 区 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 3 3 年 新 宿 区 条 例

第 1 1 号 ） 第 1 7 条 第 1 項 第 1 号 及 び 第 5 項 第 2 号 、 第 1 8 条 の

見 出 し 及 び 同 条 第 1 項 第 1 号 、 第 1 9 条 第 1 項 第 1 号 並 び に 第

2 1 条 第 4 項  

 ⑶  新 宿 区 幼 稚 園 教 育 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 平 成 1 2 年 新 宿

区 条 例 第 5 6 号 ）第 2 8 条 第 3 号 及 び 第 4 号 並 び に 第 2 9 条 第 1 項

第 1 号 及 び 第 3 項 第 1 号  

 （ 新 宿 区 プ ー ル の 衛 生 管 理 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正 ）  

第 3 条  次 に 掲 げ る 新 宿 区 条 例 の 規 定 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改

め る 。  

⑴  新 宿 区 プ ー ル の 衛 生 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 5 0 年 新 宿 区 条

例 第 7 号 ） 第 9 条  

⑵  新 宿 区 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 条 例 （ 平 成 2 年 新 宿 区

条 例 第 8 号 ） 第 1 6 条  

⑶  新 宿 区 行 政 不 服 審 査 会 条 例 （ 平 成 2 7 年 新 宿 区 条 例 第 5 0 号 ）

第 2 0 条  

⑷  新 宿 区 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和 5 年 新 宿

区 条 例 第 1 号 ） 附 則 第 5 項 か ら 第 7 項 ま で  

⑸  新 宿 区 議 会 の 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 （ 令 和 5 年 新 宿 区

条 例 第 2 0 号 ） 第 5 3 条 か ら 第 5 5 条 ま で  

こ  



 

   附  則  

 

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 7 年 6 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 罰 則 の 適 用 等 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

２  刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 令 和 4 年 法 律 第 6 7 号 。以 下「 刑

法 等 一 部 改 正 法 」 と い う 。 ） 及 び 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の

施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 理 等 に 関 す る 法 律 （ 令 和 4 年 法 律 第 6 8

号 ） 並 び に こ の 条 例 （ 以 下 こ れ ら を 「 刑 法 等 一 部 改 正 法 等 」 と い

う 。 ） の 施 行 前 に し た 行 為 の 処 罰 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  

３  刑 法 等 一 部 改 正 法 等 の 施 行 後 に し た 行 為 に 対 し て 、 他 の 新 宿 区

条 例 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ 、 な お 効 力 を 有

す る こ と と さ れ 又 は 改 正 前 若 し く は 廃 止 前 の 新 宿 区 条 例 の 規 定 の

例 に よ る こ と と さ れ る 罰 則 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 当 該 罰 則 に

定 め る 刑 に 刑 法 等 一 部 改 正 法 第 2 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 刑 法

（ 明 治 4 0 年 法 律 第 4 5 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 改 正 前 の 刑 法 」

と い う 。）第 1 2 条 に 規 定 す る 懲 役（ 以 下「 懲 役 」と い う 。）（ 有

期 の も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 改 正 前 の 刑 法 第

1 3 条 に 規 定 す る 禁 錮（ 以 下「 禁 錮 」 と い う 。）（ 有 期 の も の に 限

る 。以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。）又 は 改 正 前 の 刑 法 第 1 6 条 に 規 定

す る 拘 留（ 以 下「 改 正 前 の 拘 留 」と い う 。）が 含 ま れ る と き は 、当

該 刑 の う ち 懲 役 又 は 禁 錮 は そ れ ぞ れ そ の 刑 と 長 期 及 び 短 期 を 同 じ

く す る 有 期 拘 禁 刑 と 、 改 正 前 の 拘 留 は 長 期 及 び 短 期 を 同 じ く す る

拘 留 と す る 。  

 （ 人 の 資 格 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

４  拘 禁 刑 又 は 拘 留 に 処 せ ら れ た 者 に 係 る 他 の 新 宿 区 条 例 の 規 定 に

よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ 、 な お 効 力 を 有 す る こ と と さ

れ 又 は 改 正 前 若 し く は 廃 止 前 の 新 宿 区 条 例 の 規 定 の 例 に よ る こ と

と さ れ る 人 の 資 格 に 関 す る 法 令 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 無 期 拘

禁 刑 に 処 せ ら れ た 者 は 無 期 禁 錮 に 処 せ ら れ た 者 と 、 有 期 拘 禁 刑 に

処 せ ら れ た 者 は 刑 期 を 同 じ く す る 有 期 禁 錮 に 処 せ ら れ た 者 と 、 拘

留 に 処 せ ら れ た 者 は 刑 期 を 同 じ く す る 改 正 前 の 拘 留 に 処 せ ら れ た

者 と み な す 。  



 （ 新 宿 区 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

５  刑 法 等 一 部 改 正 法 等 の 施 行 前 に 犯 し た 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除

く 。 ） が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 は 、 次 に 掲 げ る

新 宿 区 条 例 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘 禁 刑 が 定 め ら れ て い る 罪

に つ き 起 訴 を さ れ た 者 と み な す 。  

⑴  第 2 条 （ 第 1 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 改 正 後 の

新 宿 区 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 2 1 条 の 3 第 1 項 （ 第 1 号 に

係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 3 項 （ 第 3 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ）  

⑵  第 2 条 （ 第 2 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 改 正 後 の

新 宿 区 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 第 1 7 条 第 1 項 及 び 第 5

項 、 第 1 8 条 第 1 項 （ 第 1 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 第 2 1

条 第 3 項 及 び 第 4 項  

⑶  第 2 条 （ 第 3 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 改 正 後 の

新 宿 区 幼 稚 園 教 育 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 2 9 条 第 1 項（ 第 1

号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）及 び 第 3 項（ 第 3 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）  

（ 経 過 措 置 の 規 則 へ の 委 任 ）  

６  附 則 第 2 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 刑 法 等 一 部 改 正

法 等 の 施 行 に 伴 い 必 要 な 経 過 措 置 （ 次 項 及 び 附 則 第 8 項 に 規 定 す

る も の を 除 く 。 ） は 、 新 宿 区 規 則 及 び 新 宿 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定

め る 。  

７  附 則 第 2 項 か ら 第 5 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 第 1 条 及 び 第

2 条 （ 第 1 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 施 行 に 伴 い 必 要 な 経

過 措 置 は 、 特 別 区 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 新 宿 区 規 則 で 定 め る 。  

８  附 則 第 2 項 か ら 第 5 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 第 2 条 （ 第 3

号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）の 規 定 の 施 行 に 伴 い 必 要 な 経 過 措 置 は 、特

別 区 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 新 宿 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 。  

  

 （ 提 案 理 由 ）  

刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 令 和 4 年 法 律 第 6 7 号 ）の 施 行 に よ

る 刑 法 （ 明 治 4 0 年 法 律 第 4 5 号 ） の 改 正 等 に 伴 い 規 定 を 整 備 す る と

と も に 、 所 要 の 経 過 措 置 を 定 め る 必 要 が あ る た め  

 


